
 

「
鹿
苑
日
録
」
永
正
元
年
（
一
五
〇

四
、
な
お
明
応
九
年
〈
一
五
〇
〇
〉
の

年
次
誤
り
と
も
い
う
。
）
三
月
十
一

日
、
栖
芳
院
新
住
持
の
入
山
式
に
参
列

し
た
鹿
苑
院
主
の
景
徐
周
麟
の
も
と

へ
、
天
龍
寺
香
厳
院
の
春
首
座
が
や
っ

て
来
て
「
来
る
四
月
三
日
は
勝
幢
院
殿

（
堀
越
公
方
足
利
政
知
）
の
年
忌
に
当

た
り
ま
す
が
、
美
濃
国
の
善
旦
と
い
う

西
堂
（
諸
山
の
公
帖
を
受
け
た
僧
）

が
、
鎌
倉
建
長
寺
住
持
の
公
帖
を
求
め

て
い
ま
す
。
こ
の
善
旦
は
か
つ
て
山
城

国
の
仏
心
寺
・
十
刹
の
格
式
を
持
つ
安

国
寺
に
お
い
て
大
智
院
（
足
利
義
視
）

の
公
帖
（
将
軍
が
爪
点
を
加
え
、
僧
録

か
ら
与
え
ら
れ
る
住
持
任
命
の
辞
令
）

を
与
え
ら
れ
、
今
に
所
持
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
出
世
で
き
な
い
ま
ま
で

い
ま
す
。
現
在
、
「
今
川
殿
局
」
を
取

り
次
ぎ
と
し
て
幕
府
に
言
上
し
て
い
ま

す
。
」
と
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
将

軍
足
利
義
澄
は
「
（
僧
録
を
兼
帯
す

る
）
鹿
苑
院
主
に
諮
り
な
さ
い
。
」
と

指
示
し
、
か
つ
「
善
旦
は
秉
払
（
住
持

を
代
行
し
て
説
法
し
、
禅
客
と
問
答
し

て
こ
れ
を
批
評
す
る
こ
と
。
）
を
勤
め

て
い
る
か
。
」
と
更
問
し
た
。
春
首
座

は
、
「
昔
、
南
禅
寺
に
お
い
て
秉
払
を

勤
め
て
お
り
、
そ
の
証
状
も
あ
り
ま

す
。
仏
心
寺
及
び
安
国
寺
に
て
大
智
院

か
ら
住
持
の
公
帖
を
受
け
た
僧
で
、

（
い
わ
ば
）
主
替
え
を
し
た
者
で
は
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
赦
免
し
て
下
さ

い
。
」
と
申
し
上
げ
た
。
義
澄
は
再
び

「
鹿
苑
院
と
相
談
し
な
さ
い
。
」
と
返

答
し
た
の
で
、
周
麟
は
、
「
大
智
院
は

将
軍
の
仇
敵
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
大
智
院
が
任
命
し
た
者
で
も
将

軍
は
許
容
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
謹
ん

で
将
軍
の
命
令
を
拝
聴
す
る
な
ら
ば
、

建
長
寺
の
公
帖
を
下
賜
す
る
の
に
異
論

は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
し
か
し
）
仮
に
こ

の
僧
が
秉
払
を
勤
め
て
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
任
命
で
き
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら

ば
こ
の
僧
は
、
諸
山
・
十
刹
の
公
帖
を

初
め
て
下
賜
さ
れ
る
者
で
し
て
、
そ
れ

は
大
智
院
の
公
帖
が
偽
物
で
あ
る
か
ら

で
す
。
し
か
し
既
に
秉
払
を
勤
め
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
異
論
は
あ
り
ま
せ

ん
。
既
に
大
智
院
の
判
物
を
下
賜
し
て

い
る
以
上
は
、
将
軍
に
お
い
て
も
判
物

を
下
賜
す
べ
き
僧
で
す
。
万
が
一
大
智

院
の
判
物
が
無
け
れ
ば
、
偽
物
の
偽
物

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
将
軍
家
及
び
僧

録
司
の
決
定
を
疎
か
と
す
る
責
任
を
負

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
智
院
の
判
物

を
確
認
で
き
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
れ
以

上
疑
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
現

在
は
、
関
東
御
分
国
の
十
刹
・
諸
山
の

格
式
の
寺
院
は
鎌
倉
公
方
の
判
物
を
下

賜
さ
れ
る
の
を
先
例
と
し
、
五
山
の
格

式
の
寺
院
で
は
、
関
東
在
住
の
僧
と
い

え
ど
も
、
必
ず
京
都
将
軍
家
の
判
物
を

下
賜
さ
れ
ま
す
。
五
山
の
公
帖
と
い
う

の
は
、
そ
の
所
持
す
る
と
こ
ろ
の
十
刹

の
鎌
倉
公
方
の
判
物
を
提
出
し
た
上

で
、
さ
ら
に
鎌
倉
公
方
、
関
東
管
領
あ

る
い
は
建
長
寺
・
円
覚
寺
の
名
の
あ
る

高
徳
の
僧
の
副
状
を
添
え
て
京
都
将
軍

家
の
公
帖
を
得
ま
す
。
私
が
申
し
上
げ

た
い
の
は
、
ま
ず
仏
心
寺
・
安
国
寺
の

公
帖
を
確
認
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で

す
。
」
と
返
答
し
た
。
春
首
座
は
「
こ

の
こ
と
は
、
今
川
局
を
取
り
次
ぎ
と
し

て
、
（
改
め
て
）
幕
府
に
上
達
い
た
し

ま
す
。
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か

る
に
「
鹿
苑
日
録
」
の
四
月
二
十
七
日

条
に
よ
る
と
、
春
首
座
が
持
参
し
た
大

智
院
の
仏
心
寺
・
安
国
寺
の
公
帖
と
い
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う
の
は
、
実
は
正
式
な
公
帖
で
は
な
く

「
小
状
」
（
御
内
書
カ
）
の
み
で
あ
っ

た
。
結
局
善
旦
は
建
長
寺
の
住
持
に
任

命
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、

「
鹿
苑
院
公
文
帳
」
（
『
史
料
纂
集
』

一
〇
八
）
に
掲
出
す
る
建
長
寺
歴
代
に

も
そ
の
名
は
見
え
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
公
帖
の
取
り
次
ぎ
を

し
た
女
房
で
あ
る
「
今
川
（
殿
）
局
」

と
は
誰
な
の
か
。
今
川
の
呼
称
は
、
そ

の
女
房
の
出
自
が
足
利
一
門
今
川
氏
の

子
女
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
当
時
今
川
を
名
字
と
す
る
の
は
、

宗
家
で
あ
る
駿
河
今
川
氏
以
外
に
も
、

堀
越
を
始
め
蒲
原
・
関
口
・
那
古
野
な

ど
が
居
た
。
し
か
し
清
水
敏
之
氏
に
よ

る
と
十
六
世
紀
に
入
る
と
宗
家
は
一
門

に
今
川
名
字
を
名
乗
る
こ
と
を
許
さ
な

く
な
っ
た
と
い
う
（
大
石
泰
史
監
修

『
今
川
氏
研
究
の
最
前
線
』
洋
泉
社
、

二
〇
一
七
年
）
。
こ
の
仮
説
が
正
し
け

れ
ば
、
「
今
川
（
殿
）
局
」
は
駿
河
今

川
氏
の
出
自
と
み
て
よ
い
こ
と
に
な

る
。
年
代
的
に
は
今
川
氏
親
の
姉
妹
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
系
図

史
料
に
は
所
見
が
な
い
。
今
後
の
研
究

課
題
で
あ
る
。 

 

例
会
告
要
旨 

十
一
月
例
会 

静
岡
市
歴
史
博
物
館
講
座
室 

十
一
月
二
十
二
日
（
土
）
（
五
名
参
加
） 

静
岡
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
三
浦
文
書
の

見
学
及
び
史
料
解
説 

鈴
木
将
典 

戦
国
大
名
今
川
氏
の
家
臣
だ
っ
た

三
浦
氏
の
伝
来
文
書
は
、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
所
蔵
の
謄
写
本
（
色
川
三
郎

兵
衛
旧
蔵
文
書
）
と
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵

の
写
本
が
知
ら
れ
て
お
り
、
後
者
を
底

本
と
し
て
『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』

『
戦
国
遺
文
後
北
条
氏
編
』
『
安
得
虎

子
』
で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
静
岡
市
歴

史
博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
「
三
浦
文

書
」
は
、
そ
の
原
本
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

現
存
す
る
「
三
浦
文
書
」
は
三
巻
に

分
け
ら
れ
、
巻
一
に
文
書
十
四
点
、
巻

二
に
文
書
十
二
点
、
巻
三
に
懸
紙
（
包

紙
）
九
点
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。

巻
一
は
三
浦
氏
が
受
給
し
た
書
状
や
判

物
、
巻
二
は
今
川
氏
か
ら
発
給
さ
れ
た

朱
印
状
が
主
で
、
全
部
で
二
十
六
点
が

確
認
で
き
る
。
「
三
浦
文
書
」
二
十
六

点
の
内
容
を
分
類
す
る
と
、
今
川
領
国

下
に
お
け
る
三
浦
氏
の
所
領
支
配
に
関

す
る
文
書
、
永
禄
十
一
（
一
五
六
八
）

年
十
二
月
の
甲
斐
武
田
氏
に
よ
る
駿
河

侵
攻
と
今
川
氏
滅
亡
後
の
三
浦
氏
に
関

す
る
文
書
、
近
世
初
期
文
書
の
三
つ
に

大
別
さ
れ
る
。 

 

今
回
は
参
加
者
に
「
三
浦
文
書
」
を

見
学
し
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
知
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
成
果

は
『
静
岡
市
歴
史
博
物
館
紀
要
』
第
三

号
（
令
和
七
年
度
末
刊
行
予
定
）
に
掲

載
さ
れ
、
画
像
も
令
和
七
年
度
中
に
は

全
点
公
開
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
「
三

浦
文
書
」
の
発
見
が
、
戦
国
期
の
静
岡

県
地
域
史
に
関
す
る
研
究
の
進
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。 

一
月
例
会 

静
岡
県
教
育
会
館
D
会
議
室 

（
一
三
名
参
加
） 

安
政
東
海
地
震
に
お
け
る
今
切
渡
船
の 

被
害
と
諸
普
請 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
崎 

佑
也 

 

本
報
告
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）

一
一
月
四
日
に
発
生
し
た
安
政
東
海
地

震
に
着
目
し
て
、
今
切
渡
船
の
被
害
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
渡
船
の
安

全
運
航
に
不
可
欠
な
渡
海
路
と
今
切
湊

湊
口
の
普
請
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

 

安
政
東
海
地
震
は
、
嘉
永
七
年
（
一

八
五
四
）
一
一
月
四
日
の
辰
の
刻
（
午

前
七
時
～
九
時
）
過
ぎ
に
発
生
し
た
駿

河
湾
、
遠
州
灘
、
熊
野
灘
の
各
海
底
を

震
源
域
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・

四
の
巨
大
地
震
で
あ
る
。
安
政
東
海
地

震
に
関
わ
る
災
害
史
の
研
究
蓄
積
は
少

な
く
な
い
な
か
、
同
地
震
に
お
け
る
今

切
渡
船
の
被
害
、
渡
海
路
に
関
わ
る
諸

普
請
に
つ
い
て
は
未
検
討
の
ま
ま
で
あ

る
。
か
か
る
問
題
関
心
に
基
づ
い
て
、

主
に
今
切
渡
船
の
被
害
と
運
航
の
再

開
、
渡
海
路
と
今
切
湊
の
湊
口
の
普
請

に
つ
い
て
ひ
も
と
き
た
い
。 

安
政
東
海
地
震
の
発
生
後
、
烈
震

や
大
津
波
に
よ
っ
て
今
切
湊
の
湊
口
が

拡
大
し
た
こ
と
に
伴
い
、
潮
位
が
上
昇

し
、
今
切
渡
船
で
の
通
行
は
決
し
て
安

全
と
は
言
え
な
い
状
況
が
続
い
た
。
か

か
る
状
態
は
、
本
来
東
海
道
を
利
用
す

る
諸
大
名
が
他
の
街
道
を
通
行
す
る
事

態
を
引
き
起
こ
し
た
。 

今
切
渡
船
を
安
定
的
な
運
行
に
回

復
さ
せ
る
べ
く
、
渡
海
路
と
今
切
湊
の

湊
口
の
普
請
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ

に
先
が
け
て
、
幕
府
勘
定
所
の
役
人
が

渡
海
路
の
見
分
に
赴
き
、
見
分
が
実
施

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ま
ず
は
今
切
湊
の



湊
口
の
普
請
が
開
始
さ
れ
た
。
湊
口
の

場
合
、
高
波
と
余
震
の
発
生
が
普
請
を

進
め
る
上
で
の
障
壁
と
な
っ
た
が
、
安

政
二
年
（
一
八
五
五
）
六
月
一
五
日
頃

に
は
普
請
は
完
了
し
た
。
か
か
る
普
請

の
場
合
、
新
居
宿
と
そ
の
周
辺
村
落
の

住
民
が
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
ま
り
、
普
請
を
通
じ
て
、
地
域

住
民
の
雇
用
を
創
出
し
て
い
た
の
で
あ

る
。 

 

次
に
今
切
渡
船
の
渡
海
路
を
普
請
す

る
に
あ
た
り
、
幕
府
の
中
泉
代
官
所
よ

り
七
〇
〇
〇
両
以
上
も
の
普
請
に
必
要

な
資
金
が
貸
し
付
け
ら
れ
た
。
渡
海
路

の
普
請
は
、
高
波
被
害
や
潮
の
流
れ
が

速
い
た
め
に
予
定
よ
り
も
二
か
月
以
上

工
期
を
延
ば
し
て
、
六
月
中
旬
頃
に
完

成
し
た
。
そ
し
て
六
月
一
八
日
頃
か
ら

今
切
渡
船
は
通
常
の
運
航
形
態
に
回
復

し
た
。
ま
た
、
普
請
に
あ
た
っ
て
は
、

新
居
宿
側
が
幕
府
公
金
を
元
資
と
し
て

普
請
に
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。 

以
上
、
本
報
告
を
ま
と
め
る
と
、

今
切
湊
湊
口
と
渡
海
路
の
被
災
と
い
う

事
態
を
対
処
す
べ
く
、
幕
府
勘
定
所
は

配
下
の
御
普
請
役
を
派
遣
し
、
見
分
を

お
こ
な
う
ほ
か
、
普
請
の
指
揮
に
も
あ

た
っ
た
。
幕
府
が
私
領
の
垣
根
を
越
え

て
、
全
面
的
に
渡
海
路
に
関
わ
る
復
旧

作
業
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

一
方
、
宝
永
地
震
の
際
と
異
な

り
、
中
泉
代
官
林
（
伊
太
郎
）
氏
よ
り

渡
海
路
の
普
請
費
用
と
し
て
八
〇
〇
〇

両
以
上
も
の
金
額
が
貸
し
付
け
ら
れ
て

い
る
点
、
同
代
官
が
今
切
湊
湊
口
の
普

請
完
了
の
見
分
を
お
こ
な
っ
て
い
る
点

は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
災
害
復
旧
を

目
的
と
し
た
幕
府
に
よ
る
公
金
貸
付
が

幕
領
を
越
え
て
、
私
領
に
も
及
ぶ
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

他
方
、
今
切
渡
船
を
含
め
た
東
海

道
の
復
旧
を
考
え
る
に
、
宝
永
四
年

(

一
七
〇
七)
の
宝
永
地
震
の
復
旧
で
み

ら
れ
た
諸
大
名
に
よ
る
手
伝
普
請
か

ら
、
安
政
期
に
あ
っ
て
は
公
金
投
下

（
公
金
貸
付
）
と
い
う
形
へ
と
幕
府
に

よ
る
復
旧
策
が
変
化
し
た
と
も
読
み
取

れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
幕
府
代
官
が

支
配
の
垣
根
に
関
わ
ら
ず
、
公
金
貸
付

を
通
し
て
街
道
筋
の
復
旧
に
も
関
与
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

[

例
会
案
内] 

☆
三
月
例
会 

 

一
、
日 

時 

三
月
七
日
（
土
） 

午
後
三
時
～ 

二
、
会 

場 

静
岡
県
教
育
会
館
D
会

議
室 

三
、
報
告
名
及
び
報
告
者
名 

「
近
世
由
比
宿
の
困
窮
に
み
る
加
宿
の

性
格
―
小
池
家
文
書
の
分
析
か
ら
ー
」 

小
川 

歩
実
氏
（
静
岡
大
学
） 

「
明
治
維
新
期
の
静
岡
商
法
会
所
・
常

平
倉
の
実
態
」 

渡
邉 

夏
香
氏
（
静
岡
大
学
） 

※
三
月
例
会
は
卒
業
論
文
発
表
会
で

す
。
今
年
も
静
岡
大
学
か
ら
二
名
報
告

し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 {

事
務
局
よ
り} 

・
報
告
者
に
つ
い
て 

本
年
度
は
、
報
告
の
希
望
が
多
く
、
ほ

ぼ
報
告
者
は
埋
ま
り
そ
う

で
す
。
今
の
と
こ
ろ
、 

四
月
例
会 

山
崎
裕
太
氏 

五
月
例
会 

鈴
木
将
典
氏 

六
月
例
会 

田
辺
隼
斗
氏 

ま
で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

七
月
例
会
も
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
が
あ
え
ば
、
お
願
い
し

た
い
方
が
い
ま
す
。
た

だ
、
ほ
ぼ
中
世
の
報
告
な

の
で
、
近
世
の
方
も
こ
れ

か
ら
呼
び
掛
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 

・
歴
史
随
想
に
つ
い
て 

 

反
面
、
歴
史
随
想
に
つ
い
て
は
、
ス
ト

ッ
ク
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
投
稿
お
願
い

し
ま
す
。 

・
総
会
記
念
講
演 

 

総
会
記
念
講
演
に
つ
い
て
も
、
今
打
診

中
で
す
。
決
ま
り
ま
し
た
ら
会
報
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。 

・
お
詫
び 

 

今
回
の
会
報
は
、
報
告
要
旨
が
短
く
三

頁
立
て
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
了

承
願
い
ま
す
。 
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